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※今後、変更する場合がありますのでご了承ください。
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第３段階② 市民税非課税 課税年金収入が１２０万超の方 1,310 /日 1300 /日
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１日（単位）
　１日当たり

1割負担の場合（円） 2割負担の場合（円） 3割負担の場合（円）
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ショートステイ料金表（令和3年8月現在）

（4）
その他

（1）併設型ユニット型介護短期入所生活介護費（Ⅰ）
施設内の介護サービスにかかる費用で、介護保険の対象になります。

（1）
介護サービス費
（介護保険）

＋
（2）
食費
居住費

＋ （3）
各種加算 ＋

※１単位１０．１７円で計算をするため、端数処理により１ヶ月の費用は若干異なる場合があります。

（2）居住費・食費
基本的に介護保険の対象ではありませんが、年収や資産、課税状況などにより対象者には補足給付があります。

第４段階

第３段階①

第２段階

第１段階

区分
課税区分
（世帯全員）

市民税課税

市民税非課税

市民税非課税

市民税非課税

上記以外の方

課税年金収入が８０万超１２０万以下
の方

課税年金収入が８０万以下の方

老齢年金受給者、生活保護の方

1,970

1,310

820

820

/日/日 1,445

介護職員処遇改善加算Ⅰ184単位/片道

12単位/日・23単位/日

18単位/日

※上記以外に状態に応じて介護サービス加算が算定される場合があります。

第2段階

第1段階

居住費

※「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、居住費・食費の本人負担額が上記のように変更されます。

※食費内訳：　朝食　¥405　・　昼食　¥520　・　夕食　¥520

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護5要介護4

対象者 食費

上記（1）と（2）を合算した一日の利用料金

要介護3

￥

￥

￥

￥

娯楽費

電気代

日用品費

特別な食事

居室にて個人使用物にて、コンセントを使用した場合。

身の回りの日用品。

希望される食事や飲み物。

希望される新聞・雑誌・ビデオ等。その他レクリエーション費など。

18単位/日サービス提供体制強化加算(Ⅱ）

2.7%

8.3%

看護体制加算Ⅲｲ・Ⅳｲ

※介護職員処遇改善加算Ⅰ：（1）+（3）の一ヶ月合計の8.3％を算定。※介護職員特定処遇改善加算Ⅰ：（1）+（3）の一ヶ月の合計の2.7％を算定

（4）その他の費用

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ

（3）各種加算

送迎加算

夜勤職員配置加算Ⅱ

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

976

908

838

764

696

649

523

993

923

852

777

708

660

532

1,985

1,847
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